
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
  
 

 
 
 

   利用時間 

利用区分  

午前の部 午後の部 夜間の部 全日 

9：00～13：00 13：00～17：00 17：00～21：30 9：00～21：30 

ホ 

｜ 

ル 

平  日 ５，７００ ７，２００ ９，５００  ２１，２００ 

土・日・祝日 ７，２００ ８，９００ １１，８００ ２７，０００ 

控  室 ７００ ９００ １，０００ １，９００ 

 

会 

議 

室 

等 

会議室（１） １，３００ １，３００ １，７００ ４，０００ 

会議室（２） １，３００ １，３００ １，７００ ４，０００ 

会議室（３） １，７００ １，７００ ２，１００ ５，１００ 

研修室（１） １，３００ １，３００ １，７００ ４，０００ 

研修室（２） １，３００ １，３００ １，７００ ４，０００ 

談話室（１） １，３００ １，３００ １，７００ ４，０００ 

談話室（２） １，３００ １，３００ １，７００ ４，０００ 

調理実習室 １，７００ １，７００ ２，１００ ５，１００ 

創作室 １，３００ １，３００ １，７００ ４，０００ 

野外ステージ １日につき３，５００ 

集会室 １，７００ １，７００ ２，１００ ５，１００ 

冷暖房利用（ホール） ４時間１区分３，５００ 

（会議室等） 各室４時間１区分３００ 

《利用料の割増・減免》 
 

◎次の事項に該当する場合は利用料を割増いたします。 
 

 ・市外の団体及び個人の場合は、この表の利用料に１００％の割増料を加えた 

額とします。(冷暖房料にも適用されます。) 

 ・入場料を徴収し、又はこれに類する入場券等を発行して使用する場合は、 

この表の利用料に次の割増料を加えた額とします。 
 

◆入場料   ３０１円以上   ５００円以下の場合 ・・・・２０％ 

５０１円以上 １，０００円以下の場合 ・・・・５０％      

１，００１円以上 ３，０００円以下の場合 ・・・１００％ 

  ３，００１円以上の場合・・・・・・・・・・・・・１５０％ 
※入場料を徴収する場合、ホールの冷暖房料は１００％割増料を加えた額とします。 

（入場料３００円以下でも適用になります。） 

 

◎次の事項に該当する場合は利用料を減免することができます。 
 

・ 東 松 島 市 又 は 市 教 育 委 員 会 が 主 催 す る 場 合 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 全 額 
 

・ 東 松 島 市 立 の 学 校 又 は 幼 稚 園 が 利 用 す る 場 合 ・ ・ ・ ・ ・ 全 額 
 

・ 東 松 島 市 又 は 市 教 育 委 員 会 が 後 援 す る 場 合 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ３ ０ ％ 
 

・ 東 松 島 市 社 会 教 育 関 係 団 体 等 の 登 録 を し た 団 体 が 営 利 を 
 

 目 的 と せ ず に 利 用 す る 場 合 （ 社 会 教 育 団 体 認 定 書 を 持 参 
 

  願 い ま す ） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ８ ０ ％ 
 

・ 国 や 宮 城 県 が 主 催 す る 場 合 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ５ ０ ％ 
 

（単位：円） 

東松島市コミュニティセンター利用料 


